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付 託 事 件 等 審 査 結 果 報 告 

 

 令和 ４ 年 ３ 月２５日 

                   薩摩川内市議会産業建設委員会 

                   委員長  森 満  晃 

１ 委員会の開催日 

  ３月１７日 

２ 付託事件及び審査結果 

⑴ 議案第２４号 財産の無償貸付について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 ⑵ 議案第２５号 薩摩川内市川内駅東口交流施設整備基金条例を廃止する条 

例の制定について 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 ⑶ 議案第２６号 財産の無償貸付について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑷ 議案第２７号 薩摩川内市入来勤労者技術研修館の指定管理者の指定につ 

いて 

  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑸ 議案第２８号 薩摩川内市普通公園条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑹ 議案第２９号 久見崎公園の指定管理者の指定について 

  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑺ 議案第３３号 市道路線の廃止及び認定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑻ 議案第３４号 道路メンテナンス事業川内河口大橋耐震補強（Ｐ５）工事 

請負契約の変更について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑼ 議案第３５号 道路メンテナンス事業川内河口大橋耐震補強（Ｐ７）工事 

請負契約の変更について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑽ 議案第３６号 薩摩川内市都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制 

定について 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑾ 議案第３７号 薩摩川内市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につい 

        て 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑿ 議案第３８号 薩摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 
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本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⒀ 議案第４２号 令和４年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別 

会計予算 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⒁ 議案第４３号 令和４年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特別 

会計予算 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⒂ 議案第４４号 令和４年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特

別会計予算 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

３ 所管事務の調査結果 

各課所の事務について所管事務調査を行った。調査の過程において述べられ

た意見・要望の概要は、次のとおりである。 

⑴ ＳＳプラザせんだいに併設されている駐車場の発券機が登り坂の途中に設

置されており、高齢者には駐車券が取りにくいことから、発券機の所を平ら

にするなど対応策を検討されたい。  

⑵ 祁答院地域の特定公共賃貸住宅については、優良な住宅環境であるにも関

わらず家賃が高いため入居者がなく、空き家状態となっている物件もあるこ

とから、用途変更も含めた対応策を検討されたい。 
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付 託 事 件 等 審 査 結 果 報 告 

 

 令和 ４ 年 ３ 月２５日 

                   薩摩川内市議会産業建設委員会 

                   委員長  森 満  晃 

１ 委員会の開催日 

  ３月１７日 

２ 付託事件及び審査結果 

・ 議案第３９号 令和４年度薩摩川内市一般会計予算のうち本委員会付託分 

  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 
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付 託 事 件 等 審 査 結 果 報 告 

 

 令和 ４ 年 ３ 月２５日 

                   薩摩川内市議会産業建設委員会 

                   委員長  森 満   晃 

１ 委員会の開催日 

  ３月１７日 

２ 付託事件及び審査結果 

⑴ 議案第３０号 大原野池公園の指定管理者の指定について 

  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑵ 議案第３１号 永利運動広場の指定管理者の指定について 

  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑶ 議案第３２号 薩摩川内市薩摩高城駅ポケットパーク施設の指定管理者の 

指定について 

  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


